
資格者証の再交付について 
 

当協会で取得された技能講習・特別教育講習修了証は再交付が可能です。 

再交付申請の前に、当協会へご連絡いただき資格取得状況をご確認ください。

平成 30年 3月（第 151期）以降、修了された青年隊修了生は統合カードを 

交付しております。平成 30年 3月（第 151期）以前の青年隊修了生の方で 

統合カードを発行ご希望の方は、お問い合わせ先までご連絡下さい。 

 

・申請方法(令和 8年 3月 9日現在) 

 

（1）郵送での受付の場合 

※作成と郵送の都合上、2週間程度お時間をいただきます。 

 

下記、①～⑤を現金書留にて当協会へお送りください。 

 

① 再交付手数料・・・・1,500円 

② 現住所の記載がある身分証明書（運転免許証・住民票のコピー） 

※本籍や氏の変更の場合は、戸籍抄本が必要です。 

③ 顔写真（縦 3㎝、横 2.4㎝ 自動車運転免許証用サイズ） 

④ 修了証再交付申請書 

当協会 HPより様式を印刷し、記入と印鑑の押印をしてください。 

  ⑤   返信用封筒 

長形 3号封筒に郵便番号、返信先の住所と氏名を記入し、 

460円分の切手を貼り付けてください。 

※簡易書留で郵送しますので、直接手渡し受け取りとなります。 

 本人または代理人受け取りが可能な返信先をご記入ください。 

  

（2）当協会事務所での受付の場合 

 上記①～④に加え、認印をご準備いただき、当協会事務所へお越し下さい。 

修了証再交付申請書は事務所受付時に記入可能です。 

 

【お問合せ・郵送先】 

一般社団法人 沖縄産業開発青年協会 

 

〒905-1204 

沖縄県国頭郡東村字平良 380番地 1 

TEL:0980-43-2118 


